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   議会案第８号  核兵器禁止条約の調印を求める意見書     

 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第１項の規定により提出し

ます。  

 



核兵器禁止条約の調印を求める意見書  

 

広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから７２年を経た今年

７月７日、国連加盟国の１９３カ国中、１２２カ国が賛成し、核兵器禁

止条約が採択された。  

この条約は、核兵器の開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵及

び使用並びにその威嚇に至るまで、核兵器に関わるあらゆる活動を禁止

している。  

また、核保有国の条約への参加の道を規定するなど核兵器完全廃絶へ

の枠組みを示している。さらに、被爆者や核実験被害者への援助責任に

ついても明記され、被爆国等の国民の切望に応えるものとなっている。  

このようなことから核兵器禁止条約は、被爆者とともに国民が長年に

わたり熱望してきた核兵器の完全廃絶につながる画期的なものであり、

核兵器による惨禍を体験し、その経験から戦争の放棄を定めた憲法を持

つ日本は、この条約に賛同し、推進の先頭に立つことが強く求められる。  

核兵器保有国の参加を得て、条約が実効性を持つには困難が予想され

るが、核兵器の非人道性について身をもって体験した日本は、核の傘の

下で条約に背を向けるのではなく、核兵器禁止条約の立場で粘り強く核

兵器保有国を説得する役割を果たすべきである。  

よって、本市議会は、国及び政府関係機関に対し、下記事項について

強く要望する。  

記  

１  日本国政府は、核兵器禁止条約の調印をすること。  

２  核兵器禁止条約に係る締約国の会合及び再検討会にオブザーバーと

して参加すること。  

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

  平成２９年９月２２日  

 

            喜多方市議会議長  佐  藤  一  栄   
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